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子どもの心身の健康問題を考える学会誌
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【特集】

学校における病気等の情報共有と連携のあり方

日本福祉大学看護学部河合洋子

2005年4月、 「個人情報の有用性に配慮しつ

つ、個人の権利利益を保護すること」を目的と

した個人情報の保護に関する法律（以下、個人

情報保護法）が全面施行された。当初学校など

では、児童生徒の住所録の住所録の扱いや緊急

時の連絡網、PTAや子ども会でのデータの取

り扱い等、個人情報に対する過剰な反応が起こ

り、地域活動などに影響を及ぼした。その後10

年、学校においても医療でもICT(情報通信技

術）が活躍しており、AI (人工知能）を搭載し

たロボットと人間が共存する時代が来るのも近

いと思われる。そのさなかの2015年5月、個

人情報保護法が改正され、特に配慮が必要な個

人情報や個人識別符号など、定義があいまいで

あった個人情報の定義がより明確化された。学

校や医療においては、その特質によって文部科

学省・厚生労働省によりそれぞれのガイドライ

ンが定められているが、必要な情報の活用と保

護のバランスはどのようにとられているであろ

うか。

本特集では、学校における病気の子どもの個

人情報の取扱いと関係職者問の連携のあり方に

ついて、子どもに関わる職種の立場で述べてい

ただいた。まず初めに、特集担当者の河合が、

慢性疾患を含む障害学生の状況や看護系大学の

実習における病気等の個人情報の取扱いについ

て個人情報保護法を踏まえて考察した。津田聡

子氏は、養護教諭の立場として、児童生徒の健

康・対応としての学校体制の状況、教職員の連

携、その中での養護教諭のあり方について具体

的かつ明快に報告いただいた。田中芳則氏は、

障害学生支援コーデイネータの立場として、大

学の学生支援センターの関係職種の役割、取り

扱う情報、情報共有と連携について、自分の体

験から事例を通してご報告いただいた。

本特集により、学校における子ども （児童・

生徒・学生）の情報共有、連携について考える

機会となり、子どもたちが安全で安心した学校

生活が送ることができる体制つくり、 また子ど

も自身が自立できるような支援について考える

一助となれば幸いである。
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【特集】 学校における病気等の情報共有と連携のあり方

実習における学生の病気等の情報の

取り扱いについての考察

日本福祉大学看護学部河合洋子

要旨

看護系大学では実習科目を必須とするが、 '|曼性疾患学生が実習を乗り越えるためには、病気等の情

報共有をして臨床指導者と連携することが安全な実習のために有効である。2005年に個人情報保護法

が全面施行､2017年には個人情報保護法が改正され､病気等の要配慮個人情報の取扱いが明確になった。

ここでは、個人情報保護法を踏まえた個人情報の取扱いについて考察する。

キーワード：看護学実習、慢性疾患学生、個人情報、情報の取り扱い

加しており、全学生の障害学生の割合は､0.27％、

0.68％、 1.05％という状態にある4)。その中で

も病弱．虚弱、精神障害、発達障害の学生が増

え続けているが、 JASSOの要因分析によると、

2016年の障害を理由とする差別の解消に関する

法律（障害者差別解消法）施行から「障害につ

いての知見が広まり、大学等における障害のあ

る学生の把握が進んだことが大きい」と推察さ

れている5)｡一方、慢性疾患を含む病弱・虚弱

の学生に注目すると、2018年度は33.0％を占め

ており、障害種別では最も多い。看護を含む保

健学科（医．歯学除く）の病弱．虚弱の学生は、

20,0年20.7％、2015年42.5％、2018年49.0％と

増加している1） 2) 3)。また、そのうち支援が必

要な障害学生は2010年9.0％、2015年15.1%、

2018年239％であり､保健医療を希望する病弱．

虚弱学生の約l/4が支援を必要としているこ

とがわかる。

1． はじめに

大学・短大への進学率は5割を超える時代に

なり、 ざまざまな学生が大学に入学している。

看護系大学では実習科目の履修が必須であり、

慢性疾患の学生においては、継続した学習がで

きずに休学や退学をした学生、 うまく病気と付

き合いながら卒業していった学生がいる。これ

まで、筆者は慢性疾患の学生が実習を乗り越え

るために教員はどんな支援が必要か、実習指導

ではどのような連携が必要かなど学生と関わり

合いながら考えてきた。ここでは実習における

病気や治療等の情報の取り扱いについて、時代

とともに変化している個人情報保護法等を踏ま

えて考察する。

2.大学における実態について

l)大学・短大等における障害学生の状況

（図l参照）

日本学生支援機構（以下、 JASSO)の調査に

よると、大学・短大等における障害学生の在籍

者数は2010年度に8,810人')、2015年度には

21,703人2)、2018年度は33,812人3） と年々増

2）看護系大学での状況について

筆者らが2015年に行った全国の看護系大学

に対する調査6)7)では､回答があった90大学(回

収率36％）のうち、慢性疾患学生の在籍数は1

～4名が最も多く51.1%、 5～9名が13.3%で
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障害学生の在籍数（平成30年度障害のある学生の修学支援に関する実態調査より）

あり、約7割の大学に慢性疾患学生が在籍して

いた（表l)。 また､慢性疾患の種類は､糖尿病、

てんかん、悪性新生物、気管支喘息、潰瘍性大

腸炎などで、服薬管理や注射や血糖チェック、

吸入など技術を伴う疾患もあった（表2)。

実習中の病気や症状への対応では、てんかん

や糖尿病の発作、運動制限や聴覚障害に対し

て、 「発作時の主治医への連絡の確認」 「補食場

所や休憩場所の確保」 「休養できる場所の確保」

｢感度の良い器具を準備」「受け持ち患者の選定」

など、予め実習指導者と調整して予防的対応を

行っていた。また、てんかんや低血糖等による

発作が起こった場合には、 「救急車の依頼」 「応

急処置後に家族へ連絡」 「病棟で休憩し、回復

後に実習続行」など、緊急時の対応を行ってい

た。

看護学実習において、学生の病気・治療に

関する情報の共有状況は、実習担当教員間

(656％)、実習担当教員と実習指導者間(611%)

で、 6割以上の大学で情報共有していた。主な

情報共有方法は、会議で共有、口頭で伝えるが

多く、紙面・メールや個人カードによるものも

あった。一方、個人情報のため共有しないとい

う大学は約25％あったが、中には情報共有の

際本人から許可を得る、本人には自分から伝え

るよう話すなどの意見があった。

表1 慢性疾患の学生の在籍状況

!'曼性疾患の学生 大学数 （％）
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表2慢性疾患の種類とその頻度

慢性疾患の種類(5名以上） 人数

糖尿病

てんかん

悪性新生物

気管支喘息

潰瘍性大腸炎

SLE
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(複数回答）

－3－



I

育療

3.個人情報の取り扱いに関する制度と

個人情報

⑤安全保護の原則：合理的安全保護措置によ

り、紛失・破損・使用・修正・開示等から

保護しなければならない。

⑥公開の原則：個人データ収集の実施方法等

を公開し、データの存在、利用目的、管理

者等を明示しなければならない。

⑦個人参加の原則：データ主体に関するデー

タの所在および内容を本人に開示し、訂正、

削除する権利を保証しなければならない。

⑧責任の原則：個人データの管理者は、諸原

則実施の責任を有する。

l)個人情報保護法の成り立ち

個人情報保護に関する法律（以下、個人情報

保護法）は、個人情報の有用性に配慮しつつ、

個人の権利利益を保護することを目的として作

られた。1980年にOECD(経済協力開発機構）

が策定した「プライバシー保護と個人データの

国際流通についてのガイドライン(OECDプラ

イバシーガイドライン)」がその原型となって

いる。そこに含まれる基本原則は『OECD8原

則』 とよばれ、個人情報の取り扱いに関する基

本原則といわれている8)｡

1980年頃からコンピュータやネットワークの

技術は目覚ましく発展し､1993年欧州連合(EU)

が誕生した時に、加盟国内での個人情報保護の

法制度の共通化が進められた｡個人データを第

三国に移動する際、お互いの国に個人情報保護

に関する適切な規制が整っていなければ個人情

報の移動が禁じられていたことから、 日本にお

いても通商の妨げにならないようにと、個人情

報の制定が進められていった。 1999年には住民

基本台帳法の一部改正、個人情報保護システム

のあり方の検討などがなされ、2003年5月に個

人情報保護法が制定．公布、2005年4月1日に

全面施行となった。その後、個人情報保護法は

社会環境の変化を踏まえて2015年に改正され、

2017年5月30日より改正個人情報保護法（以

下、改正法）が全面施行された9)。

以下にOECD8原則とその説明を記す。

①目的明確化の原則：個人データの収集目的

を明確にし、データ利用は収集目的に合致

しなければならない。

②利用制限の原則：データ主体の同意がある

場合．法律の規定による場合以外は、収集

したデータを目的外に利用してはならな

い。

③収集制限の原則：個人データは、適法・公

正な手段により、かつ情報主体に通知また

は同意を得て収集されなければならない。

④データ内容の原則:収集する個人データは、

利用目的に沿ったもので、かつ正確.完全・

最新でなくてはならない。

2）個人情報とは

個人情報とは、 「生存する個人に関する情報」

であり、 「特定の個人を識別できるもの」とし

て改正法第2条に明確化されている'0)。特に慎

重な取り扱いが求められる情報を『要配慮個人

情報』 とし、 「人種や信条など人の特性に関す

る情報、病歴や身体に関する情報、犯罪・非行

等に関する情報」と定義づけられた。また、要

配慮個人情報の取得において、 「本人の同意を

得ること」が義務付けられた（改正法第17条

第2項)。

学校で取り扱う個人情報は、氏名、生年月日、

住所、顔写真など特定の個人を識別できる情報

のほか、人の特性に関する情報、健康診断など

身体に関する情報等がある。また、学歴・学習

歴（学校の在籍記録、学籍番号、科目履修表、

学業成績、人物評価など）等の属性に関する判

断や評価を表す情報もあり、これらは氏名等の

情報と紐づけされることにより個人情報となる
11）
0

4．看護学実習における個人情報の

取り扱いについて

看護学実習（以下、実習）は、学生と実習の

対象により成り立っている。看護学における病

棟実習の対象は患者であるため、個人情報の取

り扱いは厚生労働省が作成した「医療．介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」 （2017年5月30日適用) ]2)

に配慮して実習することになる。ここでは、実

習を行う学生の個人情報について述べる。

－4－
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l)学生が実習する際の配慮について

実習は学内の講義・演習とは異なり、心身に

影響を及ぼすものである。それは、実習施設が

学外であること、対象が病気を患っている患者

であること、患者に対して看護技術を施すこと

等から、学内の演習とは別の精神的なストレス

がかかっている13) 14)。また、実習に関する基本

的な学習(発達や病気･治療･看護に関すること)、

実習に関する情報の整理、実施した看護の振り

返り、翌日の看護の実施計画など、 日々の記録

による疲れや睡眠不足等の基本的な生活が崩れ

ることが身体的なストレスとなっている15) 16)。

慢性疾患の多くは、 日常生活を規則正しく過

ごすことが病気の安定のために重要である。し

たがって、実習において慢性疾患学生の病気等

の情報を知っていることは、実習中の学生の安

全につながるため、実習担当教員問で情報の共

有を行うことが多い6)。筆者の大学では実習前

の実習オリエンテーションでは「持病があり、

実習で配慮を必要とする学生は実習担当教員に

相談してほしい」と学生に向けて伝えている。

また、予め学生から相談があった場合は、必要

な教員（学部長、教務委員長、学生委員長など）

に情報共有する旨を伝え、共有の許可を得てい

る。学生から許可が得られない場合は、学生自

ら教員に伝えるように説明しているが、学生は

自分の情報を伝えていたり伝えなかったりでま

ちまちである。

また、健康問題に関する自己申告については、

筆者らの看護系大学への調査7)、全国の大学へ

の調査'7)でも対応で困難なこととして挙げら

れていたが、特に学生から申し出がない場合の

緊急時の対応や支援が遅れることが課題となっ

ている。2018年改正法'0)において、病歴等の

要配慮個人情報の収集や提供について、 「人の

生命･身体などの保護のため、やむを得ないケー

スにおいては本人の同意を得なくてもよい」と

いうことが明確にされた(第17条第2項第二号）

が、学生および実習の対象を守るためにも、で

きる限り予測可能な対応をする必要がある。そ

のためにも学生に対して、実習中の健康管理の

大切さとともに、体調のコントロールの難しさ

を伝えることが重要であると考える。

2）教育の本質を可視化する

2016年に障害者差別解消法が施行され、障害

者に対する差別を解消するための措置として、

障害を理由とした差別的取り扱いの禁止、合理

的配慮の提供がなされている。障害学生の修学

支援に関する検討会第二次まとめ5）によると、

各大学が取り組むべき主要課題とその内容とし

て、①教育環境の調整②初等中等教育段階から

大学等への移行（進学）③大学等から就労への

移行（就職）④大学間連携を含む関係機関との

連携⑤障害のある学生への支援を行う人材の養

成・配置⑥研修・理解促進⑦情報公開があげら

れている。実習に関する支援に関連がある項目

は「①教育環境の調整」であり、特に重要視さ

れていることは、 「教育の本質の可視化」であ

る。その内容は、 3ポリシーやシラバス等の明

確化・公開、授業の受講に必要な能力要件や習

得が求められる知識・技術等の具体的な内容の

明確化と公開、学外実習や海外研修等において、

学生が不利にならない環境で実習を行うことが

できるような事前の準備、実習の目的・内容・

機能の本質を満たす支援のあり方について検討

するための綿密な情報交換、成績評価において

は、教育目標や公平性を損なうような評価基準

の変更や、合格基準を下げることなどは行わな

い、などの9つの内容である。すなわち、大学

でどのようなことを学ぶのか、そこでの教育環

境についてを学生にわかりやすく示すことによ

り、障害があるなしに関わらず、学修に関する

自己の構えができ、その心構えにより学ぶ方向

性が明確になり、学ぶ意欲、楽しみにつながっ

ていくのではないか。

5．おわりに

慢性疾患は完全に治癒することが困難な病気

を示す。したがって慢性疾患の学生は、内服や

注射といった治療を受けつつ、学業・仕事と体

調のバランスを取ることになる。しかし現状と

しては、必ずしも学生は体調のコントロールが

できているわけではない。今回、学生生活を送

る上で、特に実習において「病気や治療の情報

についてどう取り扱うか」ということを述べて

きたが、反対に学生側からみると、 「自分の情
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報の管理をどうしたらよいか」の検討ともいえ

る。学生が自分の個人情報をコントロールする

ことは、情報の開示・非開示などを自分で決め

て相談するということであり、これは合理的配

慮の申請と共通する。配盧願いでは根拠資料を

必要とするが、実習に際しては教員に病気の状

況や実習に関して心配なことを相談することが

配慮内容の検討への第一歩となる。学生の相談

(情報開示）のためには、先に述べた実習に関

するガイダンスや事前のオリエンテーションで

看護学教育の内容、実習環境などについて学生

に周知することで学生の理解を深める必要があ

る。

個人情報保護法全面施行から約15年経つが、

社会環境の変化とともに改正された個人情報保

護法について学び直す時期が来ているのではな

いかと考える。個人情報だから言えない．伝え

ないではなく、学生が安全で安心した学生生活

を送るためには、個人情報を共有する目的．伝

える範囲・内容を明確にして、必要な情報を共

有して活用するといったOECD8原則の基本

に立ち返ることが重要である。
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【特集】 学校における病気等の情報共有と連携のあり方

学校における児童生徒の病気等の情報共有について

～養護教諭の立場～

聖隷クリストフアー大学看護学部津田聡子

要旨

近年の医学の進歩により、多くの子どもたちの生命が救われるようになり、高度な医療処置を必要

とする子どもたちが教育をうける機会も広がりをみせている。学校現場においては、小児慢性疾患を

もつ子ども達が一人一人安心して学校生活を送り必要な教育を受けるための体制整備が重要であるが、

｢情報共有の困難さ」が体制整備上の課題の一つとして挙げられている。学校と家庭･関係機関とのコー

デイネーター役として位置づけられる養護教諭は、必要な情報を定期的に確認し、関係各所と調整を

する重要な役割を担っている。本稿では、体制整備に必要な養護教諭の働きかけとその課題について

取り上げた。今後、慢性疾患をもつ子どもたちに切れ目のない支援を提供し、包括的ケアを推進して

いくためには、養護教諭の役割を明確に位置付けるとともに、 「情報共有」に必要な共通項目の洗い出

しや、情報共有システムを確立するなど地域社会全体としての整備が喫緊の課題である。

キーワード：小児慢性疾患情報共有養護教諭体制整備コーディネーター

1．はじめに 加傾向にある。2002 （平成15）年4月には学校

教育法施行令の一部改正に伴い、それまで特別

支援学校に就学していた‘|曼性疾患をもつ児童生

徒は、通常学級へ就学することも可能となって

おり、学校現場においては、今後ますます、高

度な医療処置を必要とする小児が教育を受ける

機会が広がっていくものと考えられる。

一方で､慢性疾患をもつ児童生徒においては、

疾患・障害の程度によるものの、学校生活上で

様々な支障や課題に直面することも報告されて

いる。長期管理薬の服用や、運動制限や食事制

限等、疾患の治療管理が必要な場合もあれば3)、

医療処置が必要な児童生徒に対する専門職の配

置、 トイレや空調など施設設備の整備等の問題

等、様々な状況が考えられる。入退院を繰り返

す児童生徒に対しては、学習の遅れに対しての

学習支援や、疾患の理解や様々な葛藤に対する

教育的支援・心理的支援などが求められること

も少なくない4)。いずれの場合であっても、 ‘|曼

近年の医学の進歩により、多様な先天性疾患

を有する児の救命が可能となり、急性期のみな

らず安定維持のための人工呼吸や経管栄養管理

などを在宅でも必要とする小児の数は年々増加

傾向にある。2016 （平成28）年の厚生労働省の

中間報告によると全国の医療的ケア時は1.7万

人と推定され、 10年前に比べると約2倍に増加

している1)。小児慢性疾患をもつ児童生徒の在

宅ケアの需要が年々高まる中、小児の在宅医療

に関しては、厚生労働省の背策として平成25年

度より小児等在宅医療連携拠点事業、 2015 (平

成27）年からは小児等在宅医療に係る講師人

材養成事業、訪問看護に係る講師人材養成事業

などが展開されており、多職種協働による在宅

チーム医療を担う人材育成が促進されている2)。

そのため、高度な医療処置を必要とする場合で

も、学校に通い教育を受ける児童生徒の数が増
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性疾患をもつ児童生徒一人一人が安心して学校

生活を送り必要な教育を受けることができるよ

う体制を整えていくことが、教育分野にける喫

緊の課題である。

学校において保健室は、学校保健安全法第9

条に「学校には、健康診断、健康相談、保健指

導、救急処置その他の保健に関する措置を行う

ため、保健室を設けるものとする｡」と規定さ

れており、学校保健管理の中核を担う養護教諭

が常在する場である。養護教諭は、 ‘|曼性疾患を

もつ児童生徒一人一人の健康状態を管理する立

場にあり、学校保健の相談支援窓口として、家

庭はもちろん、医療や福祉の関係機関との調整

役割も担う。そのため、病気等に関する情報管

理は、養護教諭が中心となって行う重要な執務

であると言っても良いだろう。しかし、 ‘|曼性疾

患をもつ児童生徒の学校教育環境に関する報告

には、教員問のみならず医療機関や家庭との連

携についての問題や、 「情報共有」の困難さが

挙げられている。

慢性疾患をもつ児童生徒が、安心して学校生

活を過ごしていくためには、どのような体制整

備が必要か、保健室の立場として論じていくこ

ととする。

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校にお

いては全学年で実施することとなっている。保

健調査は、健康診断の項目の一つであるが、健

康診断の円滑な実施のためのみならず、家庭や

地域における児童生徒等の生活の実態を把握す

ることや、学校における日常の健康観察等にも

活用することで、より児童生徒等の保健管理及

び保健指導が適切に行われることが期待されて

いる5)。慢性疾患をもつ児童生徒の生活実態の

把握についても、この保健調査を活用し、毎年

1度、年度初めに各児童生徒の健康状態を確認

することができる。以上、①～④によって、そ

の学校の‘|曼性疾患の児童生徒の在籍者数を保健

室が集約・管理し、各担当学年や関係機関との

連携を図っていくこととなる。入学や進級など

の重なる年度初めには、徹底して在籍者数を管

理していくことが必要である。年度の変わり目

は、慢性疾患をもつ児童生徒の在籍者数の変動

のみならず、教職員の異動や転勤など教職員の

入れ替わりもある時期である。その際に、慢性

疾患をもつ児童生徒への対応として必要な情報

が網羅されて引き継がれるよう、速やかに現在

の病状について確認していく必要がある。

2）保護者、本人との面談

’|曼性疾患をもつ児童生徒の在籍数を把握した

ら、現在の病状について確認するため、速やかに

保護者や本人との面談を行う。保健調査等から優

先度が高いと判断される児童生徒から順次面談を

実施していくこととなる。面談には、養護教諭の

みならず学級担任、必要に応じて管理職、特別支

援教育コーディネーター、学年主任、保健主事、

スクールカウンセラーなどの関係教職員が出席

することが望ましい。高校生などの発達段階にあ

り、生徒本人の疾患への自己管理が確立しており、

治療が経過観察のみの経過をたどっている場合に

は、年度初めに本人のみと面談を実施する場合も

図1．面談時の確認事項（例）

（面談時の確霊傳項）

①現病歴の現在の状況
②定期通院の状況

③内服の状況（難、量、飲み方、副怖）

④学校生活での注意事項
（様々な活動での箇意点、運動制限・食芽蕪法の有無など）

⑤緊急時対応についての注意事項

⑥その他、各疾患や、児童生徒の糊生から必懐な事項
⑦体制整備上、溌哉員間で共有が必要な事項

2.慢性疾患をもつ児童生徒への対応ま

での学校体制整備

まず、慢性疾患をもつ児童生徒が学校生活を

送るにあたって、学校として児童生徒の状況を

どのように把握し、体制を整えていくか、行わ

れるべき保健室としての役割とその流れについ

て確認していきたい。

l)慢性疾患をもつ児童生徒の把握

学校側は、 ‘|曼性疾患をもつ児童生徒の在籍の

有無を把握する必要がある。把握するための手

段としては、①入学前に、保護者から直接連絡

がある場合、②これまで通っていた園や小学校

(中学校）などからの情報連絡会で把握する場

合､③入学後の「保健調査」に記入がある場合、

④在学中に発症し、診断を受けた場合の4つが

考えられる。③の保健調査は、学校保健安全法

の一部改正によって、平成28（2016）年度より
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ある。しかしそのような場合であっても、保護者

との共通理解を図る上で、少なくとも年に一度は

養護教諭が保護者と連絡を取り確認することが望

ましいと言われている。

面談では、現在の病状について一つ一つ丁寧

に確認し（図1参照)、その児童生徒に必要な

対応策を立てるための情報を収集する。また、

心疾患や腎疾患、アレルギー疾患のある児童生

図2．学校生活管理指導表

男・女 平成 年 月 日生《 ）才

(小学生用）

小学校 一 年 組氏名

印

その瞳塗すること

《理L麺”屑年触の平均的児画にとって.ほとんどaがはず戒纏唾璽の蓮、言
定■《中等度の麺》同年色の平均的兜宜に‐て.少し且が…がB菅し<な↓唖璽のご酌コパートナーカ凡､れぱ塵に曾麗が“る田匿のn回．
《亜い■動》同年齢の平均的児画にとって｡息がはずみ巳曽Lさを国じるほどの函画。

申体つくり遍勘ﾙ夢ｽﾀﾝｽ遍動(等尺軍団】を含む．
出典：(公財） 日本学校保健会

図S.学校生活管理指導表

年 月 日生（ ）才

(中学・高校生用）
中学校

高等学校一 年 組
昭和

男・女平成氏名

その他達垂すること

《軽い運勘》岡年蝕の平均的生後にとって､ほとんど息がはずまない租度の運動．
定穣《中毎度の運動》同年齢の平均的生後にとって､少し息がはずむが息苦しくな&咽度の運動.バｰﾄﾅｰがし,れぱ束に会簡がで台る麺窒の蓮酌合
《強い運勘》同年齢の平均的生徒に~て.息がはずみ息苦しさを感じるほどの運動．

*体つくり運動:レジスタンス麺(等尺邇動)を含む。

出典：(公財） 日本学校保健会
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図4．学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）
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学牧牛電上の留窪点

厘外懸勧

儲Ir不溺

螺嫡樹とﾙ狼し鯉定

E 月 日

！⑬

A‘鋳型

1 ．通年性アレルギー性＆炎

2 季節性アレル.¥一値鼻炎（花幡度）

主な痙祇の号ｻ用； 何 ． ロ ． 陵

一準蓉奉←

Ａ
１
２

麺
娃

な
・
・

瞬
１
２
主
Ｂ
１

（
あ
り
・
な
し
）

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎 旗ヒ

IB. その侭の睡函･彌遼蕊項(自塵麗種) |武館槻鮒名

一
、

） ！

舞
日

軍
学
峻
係
披
会
作
賎

え

スタミン義・侭アレルギ＝霊（内謁）

＆墳耐胃ステロイド蔀

その伯く

２
３

●学校におlﾅる日常の取り細み班び緊急時の対応に活用するため、本表に記敬された内容を軟職員全員で共称･#．ることに同慈します~か。

1 ，同窓する

2．同通しない 侭掘唇署名；

出典： (公財） 日本学校保健会
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A・観型

1 ．通年性アレルギー付l3掴灸

2争薗性ｱﾚﾙギｰ付M没炎（泥鯛症）

3．容季カタル
4． アトピー性角岾喰炎

5． その他（ ）

(け翫峻艶］四当するもの全てf〈 》内厘底幽
'ざ.,明らかな睦咲の登往
.X'食愉負祷旦凶■稔
11,唾投神寺披露果円性
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図5．与薬・坐剤の挿入に関する同意書（参考例）

与薬・坐剤の挿入に関する同意書

年 月 日

殿

に対する与薬・坐剤の挿入に関して、行わない

場合の不利益と行った場合の利益および生じうる危険性について

から十分の説明をうけ理解しました主治医

ので、ので、保護者として貴施設の職員による与薬・坐剤の挿入を依頼

することに同意いたします。

児童氏名

保護者氏名

(出典：てんかん研究；20:201-204, 2002． より）

徒の場合には、 「学校生活管理指導表」への記

載を保護者から主治医に依頼し、学校に提出す

るように伝えていく （図2～図4)。心疾患や

腎疾患既往のある児童生徒が、生活や運動に制

限の指示がない場合でも、少なくとも1年に一

回､年度初めには受診し､｢学校生活管理指導表」

の提出を求める。また、年度途中に生活制限が

変更になる場合もその都度提出を求めるなど、

児童生徒の状態を継続して管理していく必要が

ある。さらに、内服治療やインスリン注射など

実施している児童生徒、てんかん発作など緊急

時の坐薬を処方されている児童生徒などが在籍

し、これらの薬を学校で預かる必要性がある場

合は、別途「指示書」や「依頼書」への記載を

保護者から主治医に依頼し6)、学校に提出する

よう伝える（図5， 6)。

このように面談では、対応策を立てるにあた

り必要な情報を収集し、慢性疾患をもつ児童生

-12-
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図e.与薬・坐剤の挿入に関する依頼書（参考例）

与薬・坐剤の挿入に関する依頼書

年 月 日

につき、保謹者（利用者）の同意を得ました

，与薬・坐剤の挿入等につき、 ご協力をお願

の処置は、家庭等において保謹者（利用者）

な行為であります。個人情報の守秘について

ので、下記の病状を踏まえ、与薬・坐剤の挿’

いいたします。なおこれらの処置は、家庭等I

が日常的に行っている安全な行為であります。

よろしくご配慮をお願いいたします。

1状態像および対処法について

l)発作の様子とその頻度

2)発作の誘因など発作発生にかかわる情報

3）発作時の対処法

2薬の種類と与薬法

1）薬の名前と量および効能

2)与薬回数と与薬時期および飲ませ方

3)薬用量の変更等

4)与薬後に嘔吐したり、誤与薬した場合の処置など

3緊急に使う薬（坐剤や内服薬）について

1）緊急に使う薬の種類と量および効能

2)坐剤挿入や与薬をおこなう時期

3)坐剤挿入法、与薬の仕方

4)その他の注意点

上記につき、あるいはその他の事柄につき、ご質問等がありましたら、下記にご連絡ください。

医療機関：

主治医：

連絡先：

（出典：てんかん研究;20:201-204, 2002. より）

徒の状況を確認する。そして、面談の結果、対

応策（体制）を整えていくにあたり、全教職員

への周知が必要な場合には、児童生徒本人、保

護者にその旨を伝え同意を得、共通理解を測る

ことも重要である。

者の同意を得て実施する。特に、緊急時の対応

については直接主治医から具体的説明を受ける

ことが望ましい場面もあり、この際にも養護教

諭のみならず、必要な関係教職員が出席するよ

うに調整することも養護教諭の役割であろう。

S)主治医と学校側との面談

保護者面談後、状況によっては主治医との面

談を設ける場合もあるが、その際は、必ず保護

4）学校全体の体制

保護者や主治医からの情報を基に、学校での配

慮事項に関して具体策を検討する。年度当初に

－13－
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は、慢性疾患をもつ児童生徒の在籍を把握し、

面談等により状況を確認した上で、 ‘|曼性疾患を

もつ児童生徒の現在の状況について関係教職員

に周知する必要がある。どこまで、誰に、何を

伝えるかについては、事前に行う保護者面談で

しっかりと話し合い、必要事項の情報提示につ

いては同意を得ておくべきである。これまでの

先行研究では、個人情報保護法やプライバシー

保護の関係から学校体制整備が進まないといっ

た報告もあるものの、少なくとも生活制限や運

動制限など治療中である児童生徒や、緊急対応

を有する可能性が高い児童生徒については、関

係教職員にその在籍児童生徒の状況や緊急時対

応等について周知することが重要であると考え

られる。

学校体制を整えるにあたっては、まず教職員

が各疾患についての正しい理解をしっかり持つ

ことが重要である。養護教諭は緊急時の対応等

に向けた共通理解を図るためにも、一般論はも

とより、疾患に関する情報や、在籍する児童生

徒の状態、生活上の留意事項など必要な情報を

提供する必要がある。疾患に対する誤った知識

や理解不足のみならず、緊急時の対応は養護教

諭に任せればよいという誤った意識などがある

場合には、正しい情報を提供するとともに、養

護教諭だけではなく、教職員全体で体制を整備

し、対応にあたるという意識を持つよう働きか

けていく必要がある。また、緊急の場面を想定

した対応訓練やマニュアル作成など、誰でも緊

急時の対応が行えるよう、校内研修を実施する。

緊急時用の内服薬やエピペン等を保健室で管理

する場合には、必要時その対応ができるよう周

知する。

次に、教職員のみならず児童生徒にも正しい

理解を伝えていく場合もある。クラス単位で学

級活動（ホームルーム）の時間などを用いなが

ら、個人を特定せずに、一般論として疾患や対

応について説明することも重要である。養護教

諭としては慢性疾患の児童生徒への理解を促す

ような文面を、定期的な発行物（ほけんだより

や学級だよりなど）に入れるなど働きかけるよ

うにする。中には、保護者との話し合いの結果、

特定の児童生徒について話をする場合もある。

病気に対しての誤解が生じないよう指導法を十

分に考える必要がある。その際には、どのよう

にクラスメイトに知ってもらいたいと思ってい

るか慢性疾患をもつ児童生徒自身の意向も尊重

されるよう、本人の思いを確認していくことも

重要である。そのうえで､児童生徒の発達段階、

クラスの実態に合わせて、慢性疾患をもつ児童

生徒への正しい理解が促されるよう指導方法を

学級担任や管理職とともに考えていくべきであ

る。

緊急を要する場合の対処法は、疾患や障害の

程度、治療の状況によって異なるため、重症度

の高い児童生徒が複数在籍している場合には、

個別に対応マニュアルを作成し、校内研修など

で緊急時対応を想定したシミュレーション研修

を充実させることも必要である。また学校行事

等において普段の学校生活と異なる環境下で過

ごす場合には、保健管理について再確認が必要

となることも考えられ、その場合には保護者や

本人との面談を再度行うことも重要である。

S.終わりに

慢性疾患をもつ児童生徒が学校生活を送るに

あたり、校内体制を整えるまでの流れについて

養護教諭の役割を中心に確認してきた。養護教

諭はコーディネーター役として各関係者、関係

諸機関に働きかけていくことが重要である。そ

の中で最も重要な視点は、在籍把握から校内体

制を整えるために、どのように「情報共有」を

行うことで「校内体制」が整うのかという点で

ある。目標は‘|曼性疾患をもつ児童生徒が学校で

安心して安全に学校生活を送ることである。つ

まり、そのために必要な情報は、関係教職員・

関係諸機関と共有することが必要なのである。

「情報共有の困難さ」が起きてしまう背景に

は、教員問や関係機関とのコミュニケーション

不足、そこから生じる誤解、教員同士の意識の

差など、様々な要因が考えられる。さらに、 「ク

ラスの友人には病気のことを言わないでほし

い」という児童生徒本人の意向や「担任と養護

教諭にだけ話しておきたい」などの保護者の意

向が関連している場合もある。成長発達過程に

ある児童生徒の治療状況は日々変化するため、

内服薬の種類や量、生活・運動制限などの変更

-14-
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があっても、情報がアップデートされず、最新

情報の共有の遅れが生じることも考えられる。

筆者が高等学校養護教諭としての勤務時代、

てんかん既往のあった当時高校2年生の生徒

が、授業中に重責発作を起こし、救急搬送した

ことがある。てんかん既往があることは把握し

ていたものの、最終発作は中学1年生の時で

あった。そのため高校に在籍してから一度も発

作は起きておらず、発作時は、私自身が驚きと

緊張で大変緊迫したことを覚えている。後々保

護者や本人と話をすると、一週間前に抗てんか

ん薬の種類と量が変わっていたことが明らかに

なった。また、生徒本人への問診により、テス

ト前で睡眠時間が激減していたということも分

かった。学校体制を整えるためには、年度初め

のみならず、定期的な確認や、状況が変化した

場合の保健室への申し出の依頼など、保健室か

らの働きかけが大変重要である。毎月の保健だ

よりの片隅には、 「お子様の健康上、学校生活

上で留意すべきことや、その内容に変更が生じ

る場合には、その都度必ず保健室に申し出てく

ださい｡」といったお知らせを付記しておくこ

とも重要ではないかと考える。

現在､慢性疾患をもつ児童生徒の数は増加し、

具体策を整える必要のある児童生徒の数も増加

している。一方で、養護教諭の数は各学校に一

人もしくは二人配置である。養護教諭のみで、

慢性疾患をもつ児童生徒全員の日々の健康管理

や対応をすることは極めて困難である。そのた

め、教職員全体で慢性疾患をもつ児童生徒の生

活を支えていくことができるよう、互いに協働

できる体制をとっていくことが必要である。慢

性疾患をもつ児童生徒への対応は、疾患の種類、

病状の程度、治療方法によっても様々である。

保健調査に既往歴の記載はあるものの、経過観

察のみで卒業していく児童生徒もいれば、症

状の増悪があり治療も変化するため管理体制も

日々変えていかなければならない児童生徒もい

る。

養護教諭は学校保健専門職として、各関係教

職員、関係機関へのコーディネーター役である

ことから、教職員に疾患の理解や対応方法の理

解を促し、教職員の対応力向上に向け働きかけ

ること、学校体制に必要な情報の共有について

保護者の理解を促すこと、保護者との継続的な

連携を築いていくこと、必要関係諸機関との連

携を図ることなど、様々な方向への調整が必要

である。そして、 日々の生活の中では、児童生

徒の健康観察の主として実施する担任との情報

共有が何より重要である。慢性疾患をもつ児童

生徒が在籍するクラス担任には、対応のために

特にどんな情報が必要か、何を観察すべきか、

何を確認すべきかなどについて事前に養護教諭

から情報提供していくことも必要である。

また、一様にこの対応をすべきであるという

事は不可能であるが、慢性疾患をもつ児童生徒

が安心して学校生活を送ることができるよう、

保健、医療、教育、福祉が組織の壁を越えて、

連携を強化し、就職前から情報共有のために必

要な共通項目を洗い出すことや、情報共有シス

テムを整備するなど、今後ますます継続的、専

門的支援を行っていくことが重要であると考え

られる。

平成28年には「医療的ケア児の支援に関す

る保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推

進について」 7)が発出され、各地方公共団体で

医療的ケアを必要とする子どもたちのための連

携体制の構築の強化が進められている。その中

では、関係機関等の連携として「協議の場の設

置」や「重症心身障害児者等コーディネーター

の配置」も推進されている。医療的ケア児に対

する支援体制の整備は最優先の協議事項である

ものの、どの疾患であったとしても関係機関と

の協議の場を設置していく必要がある。乳幼児

期からの保健、医療、福祉と教育との切れ目を

つなぐ支援の提供のためには、医療機関と学校

のコーディネーターとして養護教諭の役割が明

確に位置付けられ、協議が推進されていくこと

がますます重要になるのではないかと考える。

そして、児童生徒のみならず家族を含んだ包括

的ケアを行っていくことができるよう、学校単

位のみならず地域におけるシステムづくりが必

要であると考える。
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【特集】 学校における病気等の情報共有と連携のあり方

大学における学生の病気等の情報共有について

～障害学生支援コーディネーターの立場から～

社会福祉法人名古屋市総合リハビ'ノテーシヨン事業団田中芳則

要旨

筆者が大学における病気等の学生に関わる情報について共有の範囲、内容、管理のほか、事例も紹

介して障害学生支援コーディネーターの立場から情報の取り扱いについて述べた。情報共有には、大

学組織レベルや支援者が関わる範囲があり、その内容には個人情報、医療的情報及び､修学情報がある。

具体的支援のため、学生自身の情報を、誰にどこへ知らせるか、 また誰がどこまで知っておいてほし

いかを明確にしておく必要がある。そして学生本人が情報共有について学び、支援を受けるためにも、

各学期中に支援申請や支援を受ける側として障害学生支援部門に助言をもらいながら、情報共有の範

囲の拡大・縮小、その内容等の見直し方法を在学中に身につけることが大切である。それには障害学

生支援コーディネーターが学生本人の自立・自主性の醸成に力を貸すこと、情報共有の要になること

で全学での連携と支援を円滑にできるものと考える。

キーワード：情報共有、共有範囲・内容、全学連携、障害学生支援コーディネーター

そのノウハウはすぐに身につくわけではないた

め、現在では独立行政法人日本学生支援機構で、

障害学生支援実務者育成研修会（基礎及び、応

用プログラム） 』)が開催されており、それを利

活用している高等教育機関も多い。特にこの研

修会（応用プログラム）の中で、障害学生、保

護者、学内関係部局との連携・協議、情報共有

など学内マネジメントの実践スキルを身につけ

るカリキュラム、内容が盛り込まれており、重

視されてきていることがわかる。

本稿では、筆者が学生に関わった時の情報に

ついて共有の範囲、内容、管理のほか、事例も

紹介して障害学生支援コーデイネーターの立場

から情報の取り扱いについて述べる。

1．はじめに

大学における学生の病気等の情報共有のあり

方について、筆者が過去、障害学生支援部門で

障害学生支援コーディネーターとして働いた経

験から、現状の情報共有について述べたいと思

う。当時は個人情報保護法の施行前後であり、

学生本人の同意のもと、手探り状態の中、学内

関係部局との連携及び、支援をスムーズに行い

たいとの想いから情報共有自体が課題として挙

げられていた。

一般的に本人が病気、病名及びその状況を他

人に知られること、知らせることには抵抗があ

ると思われる。本人にとっては、 とても敏感な

情報であるが、支援する側・支援者へある程度、

情報を開示し、共有することで支援が円滑に行

われることは明らかである。しかし全てを知ら

せる必要はないので、支援に有益な情報だけを

取捨選択して共有すればよいと考える。ただ、

2．学生に関わる情報について

具体的な支援のため学生自身の様々な情報

を、誰にどこへ知らせるか、また誰がどこまで
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知っておいてほしいかを明確にしておく必要が

ある。以下、病気等の学生本人が事務部門へ相

談に来て、障害学生支援部門とつながり、個人

情報､医療的情報などを伝え､障害学生支援コー

ディネーターが学生本人の状況を把握している

ことを前提に述べる。

得できていないと障害学生支援部門や保健管理

部門に照会する場合もあり、連携するため情報

共有が必要となっている。この照会によって、

ある学生が単位習得できていない科目があった

こと、授業・試験で配慮を受けていないこと等

がわかると、面談によって配慮申請を促し、支

援につながった例もある。

保健管理部門では事務部門が管理する情報以

外に、健康診断時の情報も追加され、医療的情

報が把握できる。なお修学情報については、本

人の身体的負担になると思われるときには、履

修科目に関する配慮の有無、その内容を把握し

て授業等での実習や実技への助言ができるよう

に情報共有したほうがよいと考える場合もあ

る。また保健管理部門は本人が実習や学外での

授業を受ける際に、それが適切かどうか外部医

療機関（主治医など） との連携の窓口になる。

就職支援部門では主体的に学生が動いて、例

えば学内の就職ガイダンスに参加するときに本

人が「氏名､学年､学籍番号､学部･学科（専攻)」

を提供することになる。その後、学生本人は学

内向け学生情報システム(Web掲示板）の求

人検索や障害のある方向けの就職情報誌や求人

サイト2） 3)等で企業研究を行い、具体的に就

職試験を受けたい企業等が絞られてくると、「病

名･症状、障害等級など」の医療的情報、 「授業・

試験での配慮内容」の修学情報を障害学生支援

部門と相談して就職支援部門へ提供すること

で、企業等の一般雇用枠・障害者雇用枠の条件

や、就職試験に関する配慮について検討してい

くことができる4)ので、情報共有が必要になっ

てくる。

（2）支援者について

支援者は学内外で病気等の学生本人に関わる

人々すべてが支援者となりうる。

履修科目教員は授業に出席する学生の情報と

して事務部門から「氏名、学年、学籍番号、学

部・学科（専攻)」の提供を受け、その他、障

害学生支援部門と相談・交渉しながら修学情報

である配慮内容を決めて情報共有を図っていく

が、場合によってはシラバス（講義・授業等の

内容や進め方を示す計画書）にはない情報も配

慮内容へ盛り込むことができる。なお履修科目

教員にとって「病名・症状」などの医療的情報

l)情報共有の範囲

（1）組織について

情報共有すべき組織としては、学生が所属す

る教養部及び専門学部の事務部門（教務課な

ど)、全学で対応する保健管理部門（保健セン

ターなど） ・就職支援部門（キャリアセンター

など）がある。

まず、筆者が所属していた障害学生支援部門

は、多くの大学で設置されていた事務部門の一

部ではなく、全学組織の独立部署として位置づ

けられていた。ここでは全ての学生を対象にし

ており、具体的には「身体等に障害があり、障

害者手帳を有する者又はそれに準ずる障害があ

ることを示す診断書を有する者で、本人が支援

を受けることを希望し、かつその必要性が認め

られた者」の支援を行っていた。この障害学生

支援部門では、障害に応じた支援方法を授業科

目として教授し､かつ研究等を行う専任教員（筆

者) 1名、支援を統括する併任教員1名、事務

補佐員1名の合計3名が日々の業務を行い、障

害学生支援コーディネーターとしての役割も

担っていた。障害学生支援コーディネーターは、

障害学生からの問い合わせや相談、支援学生の

派遣の他、履修科目教員等の学部・学科レベル

や事務部門等の大学組織レベルでの連絡調整、

支援スケジュールの管理、支援に関する情報集

約を行っていた。

事務部門では学生の入学後に個人情報を管理

して、事務的な連絡には主に学内向け学生情報

システム(Web掲示板）から学籍番号（公的

メールアドレス）を使い、手続きに期限が迫っ

ている場合等には電話番号を利用していた。ま

た履修科目名や、授業・試験で特別な配慮を受

けているかどうかを把握していたが、具体的な

配慮内容全てを知る必要はなかった。なお事務

部門は履修科目の成績評価の情報も管理してい

るので、例えば実習形式の特定科目だけ単位習
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は重要ではないし、それを伝えたとしても医学

系学部の教員でなければ知らないし、わからな

いであろう。むしろ履修科目教員が病気等の学

生本人を授業・試験の場でどう配慮すればよい

かを障害学生支援部門と一緒に考えることが重

要である。これが教員への意識改革及び、支援

意識の醸成になる。ただし病気等が外見上にも

わかりにくい場合には履修科目教員へ配盧への

理解を促すために「病名・症状」を学生の判断

で伝え、情報共有する場合もある。

チューター（指導教員）はクラスを指導する

立場にあって、病気等の学生がクラスに在籍す

ることを把握する必要があり、 「氏名、学年、

学籍番号､学部･学科（専攻)」の個人情報と「履

修科目名と配慮の有無、障害学生支援部門・連

絡先」の修学情報を情報として持っておけばよ

い。なお学部長（教員） も指導・監督する立場

として、チューターと同様の情報を共有すれば

よいと考える。

障害学生支援委員会・学部委員（教員）は病

気等の学生に対して、支援が滞りなく行われて

いるか監督する立場なので、障害学生支援部門

から原則、個人を特定する情報を提供しない。

｢学年、学部･学科（専攻)」の個人情報、 「病名・

症状」の医療的情報､｢履修科目名と配慮の有無、

授業での配慮内容、試験での配慮内容、障害学

生支援部門・連絡先」の修学情報を情報共有す

る。

支援学生は障害学生支援部門から派遣され、

病気等の学生を授業面から支える立場であり、

｢氏名､学年､学部･学科（専攻)」の個人情報､｢履

修科目名、授業での配慮内容、障害学生支援部

門・連絡先」の修学情報を知っておけば事足り

るので、これ以上の情報を知る必要はない。支

援学生から病気等の学生へ直接、連絡する場面

も基本的にはなく、互いに必ず障害学生支援部

門を通して連絡するように決めている。

所属するクラスの学生、サークル仲間が実は

支援学生（支援者） となる場合が多く、一番頼

りになる。そのため本人が親しい友人には個人

情報の大半を伝え、情報共有していることがあ

る。一方で病気等の学生本人はクラスの学生や

サークル仲間でも親しい友人か支援学生でない

限り、 「病名・症状、授業での配慮内容」を知

らせていないことが多い。この本人が支援者・

支援学生と認めて選択し、誰にどこまで情報開

示して知ってもらうか、情報共有するかの自己

判断が難しいと思われる。

2)情報共有の内容

（1）個人情報に関すること

学生自身の個人情報として、本人の氏名、学

年、学籍番号（公的メールアドレス)、学部・

学科（専攻)、住所（今の居住地)、電話番号、

私的メールアドレス（現在ではLINEアカウン

トを含む）など､帰省先･保護者の連絡先がある。

学年は病気等の学生が留年して繰り返し同学

年に所属する可能性もあるためにあげている。

学籍番号は大学が発行する公的メールアドレス

(＠の左側）になっている場合が多く、大学組

織や教員から学生へ連絡する手段にもなってい

る。私的メールアドレスなどは、所属するクラ

スの学生、サークル仲間でも病気等の学生が親

しい友人にだけ情報として伝えている場合があ

り、障害学生支援部門では緊急連絡先として、

学生本人の同意のもと情報提供してもらってい

た。

（2）医療的情報に関すること

学生自身の医療的情報として、病名・症状、

障害等級など、通院中の医療機関・連絡先、地

元の医療機関（主治医） ・連絡先がある。障害

等級などは総合級だけでなく、詳細な要件も確

認し、以前は本人の同意のもと身体障害者手帳

の複写（コピー）を保管したが、現在では個人

情報保護法の観点から身体障害者手帳の内容を

転記するにとどめ、複写は取らないほうがよい

と思われる。通院中及び地元の医療機関・連絡

先は本人の発作など身体の緊急的な出来事が起

こった際、いつでも連絡できるよう把握してお

く。

（3）修学情報に関すること

学生の修学情報として、履修科目名等や配慮

の有無、授業での配盧内容、試験での配慮内容

及び、病気等の学生へ直接対応する障害学生支

援部門・連絡先（担当者)、保健管理部門・連

絡先（担当者）がある。

履修科目名等と配慮の有無には、 まず履修科

目名等としてはシラバスに掲載された情報（講
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義室番号や授業時間帯、 15回の授業予定等の計

画）があり、特にその中の注意事項・留意事項

(講義、実習、ゼミなどの授業形式が記載され

ている場合がある）の確認が必要である。また

配盧の有無は、その履修科目が教員により授業

運営上の配盧がなされているかどうかを確認す

るものである。これは支援体制によって、例え

ば支援学生の人員不足で、すべての履修科目に

対応できず優先順位をつけて支援を行うことも

あり、 「配盧なし」の場合には履修するかどう

かの判断材料となる。

授業等（授業の他、入学式、卒業式、就職ガ

イダンスを含む）での配盧内容及び試験での配

慮内容は、情報保障を含む、病気等の学生に対

する具体的な配慮のことであり、座席指定、講

義室変更、休憩場所の確保、人工呼吸器や喀疾

吸引器の電源確保、拡大及び点字資料の配布、

支援学生（ノートテイク、板書の代筆）の配置、

試験時間延長などがあげられる。これらの情報

は本人が授業を受け、試験の成績評価が出るま

で共有しておくべきことである。この成績評価

によって単位取得にいたらなかった場合、授業

内容が平等に伝達されて質保証が保たれている

かを含めて配盧内容を見直して対応するので、

情報共有は重要である。

なお卒業式（図l参照）は全学での情報共有、

連携が最も重視されるイベントの1つである。

以上、情報共有の範囲・内容の詳細は表lを参

照のこと。

率。
■
寺
■
年

1

筐ｼ皇態皇
一一屡一

ﾛ■ ▲■

1 1叩■Ⅳ

ー

図1 卒業式（情報保障を含む）

表1 病気等の学生が知らせる情報共有の範囲・内容

学部・学科レベル情報共有の範囲

～へ
支援体制レベル 大学組織レベル

、

’
事務部門

(教養部・

専門学部

教務課）

所属するクラスの学生、

サークル仲間

履修科目

教員

学部長

(教員）

チューター

(指導教員）

障害学生支援部門

コーディネーター

障害学生支援委員会

・委員(教員）

保健管理

部門

就職支援

部門
支援学生

情報共有の内容、、

氏名

学年

学籍番号

学部・学科(専攻）

住所(今の居住地）

電話番号

○

○

○
’
○
｜
△
’
○

○
’
○
’
○
’
○

○
’
○

○
’
○

○
’
○
一
○
’
○

○
’
○
｜
△
’
○

○
’
○

○
一
○
一
○

○

○
’
○

○

○
一
○

○

○
’
○
○

○

○

○

△

○
｜
△
’
○

○
○
○
○個

人
情
報

△

私的メールアドレス

LINEアカウントなど
△ ○

保護者の連絡先・帰省先

(電話番号や現住所）
△ ○ ○

医病名・症状
療障害等級など
的通院中の医療
情 ・連絡先
報主治医･地元

通院中の医療

孝治民・地元

△ i △ ’ △ △ ○
’
○

○
｜
△

○
’
○
’
○

○
’
○

機関

・連絡先
△

の

医療機関・連絡先
○△

履修科目名等と

配慮の有無
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ △ △

修授業等での配慮内容

学試験での配慮内容

情障害学生支援部門
報 ・蓮鍵等は日当垂，

障害学生支援部門

・連絡先(担当者）

△ ○
’
○
’
○

△
｜
△
’
○

○ ○
一
○
’
○

○
’
○

△ △ ○

△ △ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○△ ○ ○ ○

保健管理部門

・連絡先(担当者）
△ △ ○

○は本人が知らせるべき、あるいはすでに知っている所、

△は本人が知らせるか知らせないかを判断する所、

空白は本人が知らせなくてもよいと考える所
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3)情報共有の管理

まず情報自体が流出しないように管理する必

要があり、その上で共有する範囲・内容を管理

しておくことが大切である。これらは病気等の

学生の支援が滞りなく行われているかどうかを

確認の上、学年・学期ごとで情報共有すべき範

囲を拡大・縮小するか、内容の見直しを行うこ

とで、誰にどこへどれだけの情報を知らせるか

を適切に管理することになる。

なお障害学生支援部門での管理だけでなく、

病気等の学生本人が支援に応じて情報共有をコ

ントロールする場合があり、その把握も必要で

ある。例えば、情報共有すべき範囲の拡大・縮

小は、障害学生支援部門から派遣できる支援学

生の数に依存し、病気等の学生本人が支援学生

数に応じて、支援を受けたい履修科目に優先順

位を付けることでも変化する。

も出てくるが、それを覚えていくことで卒業し

て社会に出ていったときに困らないようにする

練習にもなっている。これを機会に本人が支援

を受けるため、情報共有の範囲・内容を自分で

決めていくことが大切である。

4．事例紹介

筆者が障害学生支援コーディネーターとして

関わった2つの事例を紹介する。

l)A学部Bさんの場合

Bさんは他大学を卒業し、A学部3年次に編

入学した学生である。慢性関節炎により全身倦

怠感と常時痛みを伴うため薬を服用している。

身体障害者手帳は非該当で所持していない。

Bさんはある朝、服薬後に第1限目の授業に

出席していたところ、薬がまだ効いていない状

況で関節の痛みを我慢してこらえていた様子

が、教員には寝ているように見られたため注意

されたとのことだった。

この出来事をきっかけにBさんから事務部門

を通じ、障害学生支援部門に相談があり、支援

要請があった。

なお注意された授業科目の教員だけではな

く、今後誤解のないようにBさんの履修する授

業科目（専門科目）全ての教員へ｢Bさんは（授

業中に寝ているのではなく) !I曼性関節炎により

痛みをこらえている行為なので配慮をお願いす

る。状況によっては移動して長椅子で身体を休

める｡」こと、またBさんは授業を受けている間、

痛みのため板書を書き写すことができない場合

もあるので、 「板書の代筆者を派遣する｡」こと

を併せて、障害学生支援部門から全学組織であ

る障害学生支援委員会・委員長名で通知した。

Bさんの例では、本人の同意のもと『氏名、

学籍番号、病名・症状、授業での配慮内容（座

席指定、代筆者派遣)』を履修する授業科目全

ての教員､A学部教務課､A学部チューター（指

導教員)、A学部選出の障害学生支援委員会・

委員（教員)、A学部長（教員）へ情報を共有

した。

支援学生たち(A学部・学生）には『Bさん

の氏名、支援学生自身が代筆する授業科目名、

3．学生の自立・自主性の醸成

学生本人に情報共有について学ぶ機会が必要

であり、それを障害学生支援部門が提供する。

なお障害学生支援コーディネーターが本人に寄

り添いながら一緒に対応を考え、 自立・自主性

を身につけてさせていく。

l) 1年次（初年次）での対応

入学1年目は、病気等の学生本人にとって学

内の手続き等わからないことが多いと思われる

ので、障害学生支援部門が主に動き、支援申請

や教員への連絡、定期試験での措置申請等、一

連の流れ全てを教える．行う立場として動く。

これにより学生は情報の流れをつかみ、情報共

有について考え、体験し学ぶことができる。ま

た情報共有が本人にとって、支援の輪になるこ

とに気づいていくことになる。

2） 2年次以降の対応

2年目以降は、 1年次で受けた学期ごとの手

続きや申請を本人が障害学生支援部門と相談し

ながら、基本的に自分で行うようにして進めて

いく。実際に支援に関わる障害学生支援部門だ

けではなく、学部・学科レベルや大学組織レベ

ルにも本人が説明したり、交渉したりする部分
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開講時間、講義室番号、授業での配慮内容(B

さんの座席位置、代筆の範囲)』を提供し、情

報共有を図った。なお代筆の範囲とは授業の内

容のみで、それ以外は代筆しないなどのルール

のことである。また代筆したノートは支援学

生が授業後、必ずその日のうちに障害学生支援

コーディネーターへ提出し、翌日以降、障害学

生支援部門からBさんへ渡すことにしていた。

明記）は、本人が一緒に授業を受けている学生

へ自分の障害を知られることになるため希望さ

れず、同意されなかった。

なお障害学生支援部門から支援学生たち(C

学部及び他学部の学生）には『Dさんの氏名、

学年、学部・学科（専攻)、支援学生自身が代

筆する授業科目名、開講時間、講義室番号、授

業での配慮内容（代筆の範囲)』を提供し、情

報共有を図った。

Dさんへの支援が順調に進んでいると思われ

た中、授業が数回開講され、Dさんと支援学生

との間でトラブルが発生した。支援学生の1人

から障害学生支援部門に「Dさんが何度も電話

をかけてきて困っている。ほとんど電話に出な

いが、着信歴が日に20回以上、何日もある｡」

と相談があった。障害学生支援部門では、支援

学生たちに対し、Dさんに関する情報共有とし

て、①授業の教員に挨拶し、名前や所属（学部）

を告げること、②自分が授業の受講生ではなく

Dさんの板書の代筆者として派遣されているこ

と、③授業後に代筆したノートは障害学生支援

コーデイネーターヘ提出するのでDさんへ直接

渡さないことの3点だけを伝えてあったが、あ

る時その支援学生が教員への挨拶の後、その様

子を見ていたりさんから声をかけられ、電話番

号を聞かれて教えてしまったとのことだった。

Dさんと面談し、状況を確認したところ、本人

は事実を認めたが、 「電話をかけたのに返事が

ないと不安で､再びかけてしまう｡」のだと言う。

この原因はDさんが「その支援学生が行う代筆

行為を自分に好意を寄せているため｡」だと思

い込んでいたことと、高次脳機能障害による、

欲求を抑えられない社会的行動障害のためであ

ることがわかった。

この出来事をきっかけに支援学生にも情報の

取り扱い（情報共有）に注意が必要であること

を再認識した。

2)C学部Dさんの場合

Dさんは在学中に交通事故にあい退院後、復

学した学生である。入院による治療とリハビリ

テーションによって、その期間が6か月ほどあ

り、 3年次を留年している。外傷性運動機能障

害により右片麻痒、発声障害、複視があり、身

体障害者手帳6級を所持していた。

C学部チューター（指導教員）から「Dさん

が2度定期試験を受けても成績評価が低く、単

位を修得できない科目がある。課題レポートを

提出して成績評価される科目単位は修得できて

いるので、勉強不足とは思えないのだが｡」と

障害学生支援部門に相談があった。

その後Dさんと面談し、本人曰く、 日常生活

で特に困ることはなかったが、手に若干の麻痒

が残ったため、授業でノートをとるのに時間が

かかっていたとのことで、手の麻痒の状況やそ

れ以外に障害がないかを問うたところ、本人か

ら「高次脳機能障害の疑いがあると言われたこ

とがある。これまで聞かれなかったから言わな

かった｡」とのことだった。結果としてDさん

には高次脳機能障害の疑いがあり、新しいこと

を覚えられない記憶障害があるかもしれないこ

とがわかった。そこで支援申請をしてもらい、

まずは「手の麻痒で十分にノートがとれていな

かった状況を補うため、本人へ支援学生（板書

の代筆者）を派遣する｡」ことになった。

Dさんの例では病名（障害名）を明記せず、

その症状・麻痒によって支援が必要であること

を示し、本人が同意した『氏名、学籍番号、授

業での配慮内容（代筆者派遣)』を履修する授

業科目全ての教員､C学部教務課､C学部チュー

ター（指導教員)、C学部選出の障害学生支援

委員会・委員（教員)、C学部長（教員）へ情

報を共有した。配慮内容として座席指定（机に

5．おわりに

病気等の学生を支援していく上で情報共有は

重要である。以下、筆者が特に重要と考える、

障害学生自身の情報開示と共有の範囲・内容や

情報等の管理の問題、そして障害学生支援コー
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デイネーターの立場についての3点を述べて終

わりとしたい。

カウンセラー的な役割を担っていたこともあ

る。また障害学生支援部門には狭いながらも個

別に相談できる場所（図2参照）があり、安心

して話せる環境が整っていた。

どんな学生にとっても、障害学生支援コー

ディネーターが信頼できる存在であり、全学的

な支援を円滑に進める情報共有の要になってい

たと言える。

l)情報開示と共有の範囲・内容

病気等の学生本人が誰に対して、どんな、 ど

こまでの情報を出すか提供するかを自分で決め

ることが大切である。それには障害学生支援部

門が本人のl年次(初年次）から支援の中で『情

報共有』を学ぶ機会を提供し、本人が自ら実践

していくことが必要である。これは卒業後、社

会へ出ていく本人の自立につながっていくはず

である。また情報共有の範囲・内容は、支援が

行われる中で変化していくことを十分に認識

し、Dさんの事例から病気等の学生本人と支援

学生とが互いに立場やルールを守ることも必要

である。
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７2）情報等の管理

障害学生支援部門では病気等の学生本人の情

報管理はもちろんのこと、今後は誰に対して、

どんな種類の情報を提供して共有したか、その

範囲・内容も把握しておくこと、支援学生の名

簿や身体障害者手帳の内容など他へ流出しない

よう十分な管理が必要である。手書きのもの、

印刷されたものであれば、ファイルに閉じて鍵

のかかる棚への保管、電子データであればイン

ターネット等、外部接続されていないパソコン

で、パスワードでの管理を徹底しておきたい。

冤戻

図2障害学生支援室での相談の様子
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